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諮問番号：平成２９年度諮問第７号 

答申番号：平成２９年度答申第１０号 

 

答 申 書  

 

第１ 審査会の結論  

 

 ○○○○○○○○○○○○○○所長（以下「処分庁」という。）が、審査請求

人に対して平成○○年○月○○日付けで行った生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号。以下「法」という。）の規定による保護変更決定処分（以下「本件処

分１」という。）及び同年○月○○日付けで行った法の規定による保護変更決定

処分（以下「本件処分２」という。）の取消しを求める審査請求（以下「本件審

査請求」という。）は、棄却すべきである。 

 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 

１ 審査請求人 

（１）生活保護とは最低限度の生活を保障すると共に自立を助長する制度だと

思っていた。年金が少額増加したことにより、住宅家賃を保護費からカッ

トされ自己負担となれば今まで以上の貧困生活となる。規定だからといわ

れても、いきなり減額されれば、精神ストレス等を被り体調が悪くなって、

何のための保護か分からない。 

（２）代理納付がカットされたため、平成○○年○月分から平成○○年○月分

までの請求書が送られて来た。滞納問題があるので支払を負担したが、平

成○○年○○月分のみ役所が代理納付することは不明で、ますます納得い

かない。 

 

２ 審査庁 

本件審査請求は、棄却すべきである。 

 

第３ 審理員意見書の要旨  

 

１ 審理員意見書の結論 

本件審査請求は棄却されるべきである。 

 

２ 審理員意見書の理由 

（１）処分庁は、審査請求人が７０歳になり審査請求人の年齢区分が変わった
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こと、年金調査の結果、平成○○年○月受給分から審査請求人の年金受給

額が増額されていることが判明したため、同年○月分保護費について、年

金から介護保険料特別徴収額を差し引いた８９，９００円を収入充当する

とともに、同年○月分及び○月分の保護費の過支給額を同年○月の保護費

に分割して収入充当して同月分の審査請求人の支給額を１０，１７４円と

する本件処分１を行ったことが認められる。 

   また、審査請求人の介護保険料が減額となったことに伴い、収入充当額

を変更し、同年○○月分の審査請求人の支給額を９，２５０円とする本件

処分２を行ったことが認められる。 

（２）審査請求人は、年金が増加したことにより住宅の家賃が生活保護費から

カットされ、今まで以上の貧困生活となる旨を主張する。 

   しかしながら、処分庁は、平成○○年○月分から審査請求人の年金額が

増えたことにより、既に支給した同月分及び同年○月分の保護費の過支給

額を、同年○月分保護費に収入充当する旨変更を行ったものであり、この

取扱いに違法又は不当な点は見当たらず、審査請求人の主張は認められな

い。 

   また、審査請求人が主張する家賃のカットとは、これまで代理納付され

ていた家賃について審査請求人が納付することを表すものと推認するが、

そもそも代理納付とは、保護の実施機関が被保護者に代わり、家主や公営

住宅管理者等に対し家賃等を納付することである。 

   これを本件処分１についてみると、審査請求人の年金額の増加により、

審査請求人に支給する平成○○年○月分保護費が１０，１７４円となり、

また、本件処分２についてみると、介護保険料特別徴収額の減により収入

認定額が増加し、審査請求人に支給する同年○○月分保護費は９，２５０

円となっており、審査請求人に支給する保護費が住宅扶助額の３５，７０

０円を下回るため、処分庁は代理納付を行わなくなったまでである。 

   審査請求人に支給する保護費の減少は、年齢基準の改定及び年金額の増

額による収入充当額の増によるもので、支給額の算出に誤りはなく、処分

庁の手続に違法又は不当な点は認められないことから、審査請求人の主張

は認められない。 

（３）他に本件処分１及び本件処分２に違法又は不当な点は認められない。 

 

第４ 調査審議の経過    

 

 平成２９年７月１９日  諮問の受付 

平成２９年７月２１日  審査関係人に対する主張書面等の提出期限通知 

               主張書面等の提出期限：８月１４日 
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口頭意見陳述申立期限：８月１４日 

平成２９年７月２４日  第１回審議 

 平成２９年８月１６日  第２回審議 

  

第５ 審査会の判断  

  

１ 法令等の規定 

  本件処分に関する法令等の規定は下記のとおりである。  

（１）法第４条第１項は、保護の補足性の原則を定め、「保護は、生活に困窮す

る者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度

の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と規定してい

る。 

（２）法第８条第１項は、保護の程度に関し、「保護は、厚生労働大臣の定める

基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又

は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとす

る。」と定め、同条第２項は、「前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、

世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した

最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえ

ないものでなければならない。」と定めている。 

   そして、法第１条及び第３条の基本原理に基づき、法第８条第１項及び

第２項の規定を受けて、厚生労働大臣は保護基準（生活保護法による保護

の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）をいう。以下同じ。）を定めて

いる。 

（３）保護基準は、年齢別、地域別等に区分した基準生活費を規定しており、

年齢区分は、０歳～２歳、３歳～５歳、６歳～１１歳、１２歳～１９歳、

２０歳～４０歳、４１歳～５９歳、６０～６９歳、７０歳以上と８つに区

分され、この年齢区分によって基準額は異なっている。    

平成２８年８月の７０歳以上の年齢区分における処分庁管内での居宅基

準の生活扶助の額は７４，６３０円であり、同年７月の６０～６９歳の年齢

区分における処分庁管内での居宅基準の生活扶助の額は７９，７９０円であ

る。 

（４）法第３７条の２は、「保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要

があるときは、（中略）第３３条第４項の規定により世帯主若しくはこれに

準ずる者に対して交付する保護金品（中略）のうち、（中略）被保護者が支

払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被

保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合におい

て、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当
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該保護金品の交付があつたものとみなす。」と定め、生活保護法施行令第３

条において政令で定める者として「当該被保護者に対し法第１４条各号に

掲げる事項の提供に係る債権を有する者」と定めている。 

（５）「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生

省発社第１２３号厚生事務次官通知）第８の３の（２）のアの（ア）は、

恩給、年金等の収入について「恩給、年金、失業保険金その他の公の給付

（地方公共団体又はその長が条例又は予算措置により定期的に支給する金

銭を含む。）については、その実際の受給額を認定すること。」と定めてい

る。 

（６）「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３８年４月１日社発

第２４６号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という。）第８の１の（４）

のアは、「恩給法、厚生年金保険法、船員保険法、各種共済組合法、国民年

金法、児童扶養手当法等による給付で、６箇月以内の期間ごとに支給され

る年金又は手当については、実際の受給額を原則として受給月から次回の

受給月の前月までの各月に分割して収入認定すること。」と定めている。 

（７）局長通知の第１０の２の（８）において、「最低生活費又は収入充当額の

認定を変更すべき事由が事後において明らかとなった場合は、（中略）当該

事由に基づき扶助費支給額の変更決定を行えば生ずることとなる返納額

（確認月からその前々月までの分に限る。）を次回支給月以後の収入充当額

として計上して差し支えないこと。（この場合、最低生活費又は収入充当額

の認定変更に基づく扶助費支給額の遡及変更決定処分を行うことなく、前

記取扱いの趣意を明示した通知を発して、次回支給月以後の扶助費支給額

決定処分を行えば足りるものであること。）」と定めている。 

 

２ 認定した事実   

  審査庁から提出された諮問書の添付書類（審理員意見書、事件記録等）等

によれば、以下の事実が認められる。 

（１）平成○○年○月○○日、処分庁は、年金調査により審査請求人の同年○

月○○日受給分の年金額が増額していたことを把握した。 

（２）平成○○年○月○○日、処分庁は審査請求人宅を訪問して、同年○月か

ら年金額が増額したため、同年○月分・○月分の保護費の返納額が生じた

ことと、住宅扶助の代理納付が同年○月からできなくなったため、審査請

求人が家賃を納付書で納める必要があることを説明した。 

（３）平成○○年○月○○日付けで、処分庁は審査請求人に対し、年齢区分の

変更による保護費の変更、また、増額後の年金額を収入充当するとともに、

同年○月分及び○月分の保護費の過支給額を同年○月から同年○○月まで

の各月に分割して収入充当した結果、○月分の審査請求人の保護費の支給
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額を１０，１７４円とする本件処分１を行い、通知した。 

（４）平成○○年○月○日、処分庁は審査請求人宅を訪問して、保護決定通知

書を見せて、年金額が生活扶助費を上回っていること、収入充当額が１円

でも住宅扶助費に充当された場合、代理納付を行うことができず解除とな

るため、審査請求人の年金と保護費で家賃を審査請求人自身で支払っても

らう必要があることを説明した。 

（５）平成○○年○月○○日付けで、処分庁は審査請求人に対し、「その他収入

の変更」との理由により、同年○○月分の審査請求人の保護費の支給額を

９，２５０円とする本件処分２を行い、通知した。 

 

３ 判断 

  審査請求人は、年金が少額増加したことにより、住宅家賃を保護費からカ

ットされ自己負担となれば今まで以上の貧困生活となり、精神ストレス等を

被り体調が悪くなって、何のための保護か分からない等主張する。 

  そこで、判断するに、本件についてみると、①上記１（３）のとおり、保

護基準について、７０歳以上の年齢区分における処分庁管内での居宅基準の

生活扶助の額は７４，６３０円、６０～６９歳の年齢区分における処分庁管

内での居宅基準の生活扶助の額は７９，７９０円とされているところ、審査

請求人は、平成○○年○月で７０歳になったため、年齢区分における処分庁

管内の居宅基準の生活扶助の額が減額されたことが認められる。また、②上

記１（４）のとおり、住宅扶助費の代理納付について、法第３３条第４項の

規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品（中略）

のうち、（中略）被保護者が支払うべき費用であって政令で定めるものの額に

相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことが

できるとされているところ、処分庁による代理納付については、本件処分１

により支給される保護費が１０，１７４円となり、また本件処分２により支

給される保護費が９，２５０円となったことにより、審査請求人に支払われ

る保護費の総額が、住宅扶助額の３５，７００円を下回ることを理由に、こ

れを行わなくなったことが認められる。③上記１（７）のとおり、収入充当

について、最低生活費又は収入充当額の認定を変更すべき事由が事後におい

て明らかとなった場合は、（中略）当該事由に基づき扶助費支給額の変更決定

を行えば生ずることとなる返納額（確認月からその前々月までの分に限る。）

を次回支給月以後の収入充当額として計上して差し支えないとされていると

ころ、平成○○年○月○○日、処分庁は審査請求人について年金調査を行っ

たところ、平成○○年○月に企業年金基金が解散したことによる老齢厚生年

金の増額により、審査請求人の年金受給額が平成○○年○月から増額してい

ることが確認されたため、処分庁は、平成○○年○月分について、年金から
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介護保険料特別徴収額を差し引いた８９，９００円を収入充当するとともに、

同年○月分及び○月分の保護費の過支給額を同年○月から同年○○月までの

各月に分割して収入充当した結果、○月分の審査請求人の保護費の支給額を

１０，１７４円とする本件処分１を行ったことが認められる。④審査請求人

の介護保険料が減額されたことに伴い、収入充当額を変更し、平成２８年  

○○月分の審査請求人の支給額を９，２５０円とする本件処分２を行ったこ

とが認められる。 

  以上のとおり、本件処分１及び本件処分２については、上記１の法令等の

定めに従い適法に行われたものであることが認められ、違法又は不当な点は

認められない。 

  したがって、本件審査請求は、棄却されるべきである。 

 

 

大阪府行政不服審査会第３部会 

委員（部会長）曽和 俊文 

委員     中川 元 

委員     前田 雅子 


